
政
令
第
三
百
七
十
六
号

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の

事
業
の
規
模
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
五
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
種
類

規
模

基
本
動
作
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
各
月
の
当
該
事
業
者
に
よ
っ

て
国
内
向
け
に
提
供
さ
れ
て
い
る
基
本
動
作
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
月
一
回

以
上
利
用
す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
利
用
者
の
数
を
平
均
し
た
数
が
四

別紙１－１



千
万
人

ア
プ
リ
ス
ト
ア

年
度
に
お
け
る
各
月
の
当
該
事
業
者
に
よ
っ
て
国
内
向
け
に
提
供
さ
れ

て
い
る
ア
プ
リ
ス
ト
ア
を
月
一
回
以
上
利
用
す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

利
用
者
の
数
を
平
均
し
た
数
が
四
千
万
人

ブ
ラ
ウ
ザ

年
度
に
お
け
る
各
月
の
当
該
事
業
者
に
よ
っ
て
国
内
向
け
に
提
供
さ
れ

て
い
る
ブ
ラ
ウ
ザ
を
月
一
回
以
上
利
用
す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
利
用

者
の
数
を
平
均
し
た
数
が
四
千
万
人

検
索
エ
ン
ジ
ン

年
度
に
お
け
る
各
月
の
当
該
事
業
者
に
よ
っ
て
国
内
向
け
に
提
供
さ
れ

て
い
る
検
索
エ
ン
ジ
ン
を
用
い
た
検
索
役
務
（
法
第
二
条
第
八
項
に
規

定
す
る
検
索
役
務
を
い
う
。
）
を
月
一
回
以
上
利
用
す
る
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
利
用
者
の
数
を
平
均
し
た
数
が
四
千
万
人

附

則

（
施
行
期
日
）



１

こ
の
政
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
二
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
令
の
一
部
改
正
）

２

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
五
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
二
項
中
「
並
び
に
会
社
」
を
「
、
会
社
」
に
改
め
、
「
計
画
に
係
る
も
の
」
の
下
に
「
並
び
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
も
の
」
を
加
え
る
。


